
「いじめ」を許さない！                   

 

 

 

＜いじめを防止するために＞ 

東京都では、各学校において、いじめは、どの学校にも、どの学級にも、どの児童･生徒にも起こ

りうるものであるという基本的認識に立って、以下の点について重点的に取り組んでいます。 

○ いじめる児童･生徒に対して、「いじめは人間として絶対に許されない」という認識を徹底さ

せる適切な指導を行う。 

○ いじめられる児童･生徒たちを徹底して守り通す。 

しかし、社会全体で「いじめは絶対に許されない」との認識に立って、学校･家庭･地域社会の連携

を推進することが重要です。ＰＴＡや地域の会合などでいじめ問題根絶の話合いなどを、ぜひ行って

ください。 

一般に、いじめには、以下のような構造があると言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての子供たちの豊かな学校生活を願って－いじめ防止のために－（家庭・地域版） 

 
仲間はずし、身体への攻撃、いやがることをする（させる）など、一方的に身体的、 

心理的な攻撃を継続的に加え、相手に深刻な苦痛を与えるのがいじめである。いじめは、 

人間の尊厳を傷付ける重大な人権問題である。 

 
 
 

Ａ：いじめられている児童・ 

生徒（主に一人） 

Ｂ：いじめている児童･生徒 

（複数が多い） 

Ｃ：実際に手出しはしないが、 

見てはやし立てる児童・ 

生徒 

Ｄ：「かかわりたくない」「仕 

返しがこわい」などの理 

由から、見て見ぬふりす 

る児童・生徒 

 

＜いじめは基本的人権の侵害＞ 

傍観者がいじめを助長している 

「いじめ」の構造 

保護者                      教師 

 

 

 

 

 

見 
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に 
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状 

況 

 

 

 

 

地域の人々 

Ｄ 

「かわいそう…、でも…」 

・ かかわりたくない      ・ 知らないふり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・恐い               ・ 見ぬふり 

「自分がやられたら･･･」 

 

 

 

 

 

・ クスクス（嘲笑） 

 

 

 

 

 

「やられる方がわるいんだよ･･･」 

 

Ｃ 

いじめ 

Ａ 

 

Ｂ 

複数 

いじめの構造は、複雑です。解消するには、学校･家庭･地域社会が緊密な連携を図っていくことが重要です。 

ＣやＤの立場の児童･生徒

がいじめを助長しています。 

この立場の児童･生徒も、 

いじめに加担しているとい

う自覚をもたせることが大切

です。 

 

 



いじめ防止のためには、早期発見と早期対応が重要です。家庭や地域社会においても子供たちの

豊かな学校生活を願って、ぜひ、ご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－いじめ発見のポイント－子供たちが発するサインに気付いたら、学校にご相談ください。 

４ 言葉・行動 

□ 他の子どもから、言葉かけを全くされて

いない。 

□ いつもぽつんと一人でいたり、泣いてい

たりする。 

□ 登校を渋ったり、忘れ物が急に多くなっ

たりする。 

□ 家から金品を持ち出す。 

 

５ 遊び・友人関係 

□ 友達から不快に思う呼び方をされてい

る。 

□ 付き合う友達が急に変わったり、教師が

友達のことを聞くと嫌がる。 

□ 友達から笑われたり冷やかされたりす

る。 

□ 特定のグループと常に行動を共にする。 

□ プロレスごっこなどにいつも参加させら

れている。 

□ よくけんかが起こる。 

□ 他の人の持ち物を持たせられたり、使い

走りをさせられたりする。 

 

６ 教師との関係 

□ 教師の話をしなくなる。 

□ 教師と関わろうとしない、避けようとす

る。 

１ 家庭や地域での表情・態度 

□ あいさつしても返さない。 

□ 笑顔がなく沈んでいる。 

□ ぼんやりとしていることが多い。 

□ 視線をそらし、合わそうとしない。 

□ わざとらしくはしゃいでいる。 

□ 表情がさえず、ふさぎ込んで元気がない。 

□ 周りの様子を気にし、おどおどとしてい

る。 

□ 感情の起伏が激しい。 

□ いつも一人ぼっちである。 

 

２ 身体・服装 

□ 体に原因が不明の傷などがある。 

□ けがの原因をあいまいにする。 

□ 顔色が悪く、活気がない。 

□ 登校時に、体の不調を訴える。 

□ 寝不足等で顔がむくんでいる。 

□ ボタンが取れていたり、ポケットが破け

たりしている。 

□ シャツやズボンが汚れたり、破けたりし

ている。 

□ 服に靴の跡がついている。 

 

３ 持ち物・金銭 

□ かばんや筆箱等が隠される。 

□ ノートや教科書に落書きがある。 

□ 靴や上履きが隠されたり、いたずらされ

たりする。 

□ 必要以上のお金を持っている。 

□ なくした、落としたなどと言うことが多

い。 

※ いじめに限らず、お子さまについての相談には、様々な窓口があります。 

ぜひ、ご相談ください。 
 

○ 府中市立教育センター＜電話相談・来室相談＞・・・☎ ０４２－３６０－４１８８ 

○ 東京都いじめ相談ホットライン・・・・・・・・・・☎ ０３－５８００－８２８８ 

○ 東京都教育相談センター・・・・・・・・・・・・・☎ ０３－５８００－８００８ 

○ ２４時間いじめ相談ダイヤル・・・・・・・・・・・☎ ０５７０－０－７８３１０ 

○ 東京都児童相談センター・・・・・・・・・・・・・☎ ０３－３２０２－４１５２ 

○ 子供の権利擁護相談事業・・・・・・・・・・・・・☎ ０１２０－８７４－３７４ 

○ 警視庁少年相談係＜ヤングテレホンコーナー＞・・・☎ ０３－３５８０－４９７０ 

○ 東京都立小児総合医療センター・・・・・・・・・・☎ ０４２－３１２－８１１９ 

○ 東京都立中部総合精神保健福祉センター・・・・・・☎ ０３－３３０２－７７１１ 

○ 東京都立精神保健福祉センター・・・・・・・・・・☎ ０３－３８４２－０９４６ 

○ 東京都立多摩総合精神保健福祉センター・・・・・・☎ ０４２－３７１－５５６０ 

○ 都民の声・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎ ０３－５３２０－７７２５ 

どこへ電話しても、

一番合うところを

紹介してもらえま

す。 


